
 

船舶事故調査報告書 

令和４年１１月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 推進器損傷 

発生日時 令和４年３月２０日 １３時００分ごろ 

発生場所 愛知県西尾市佐久
さ く

島北西方沖 

 波ケ埼
な み がさ き

灯台から真方位３１７°２.２海里付近 

 （概位 北緯３４°４５.２′ 東経１３７°００.０′） 

事故の概要  プレジャーヨットAda
エイダ

は、機走により北西進中、ジブに接続された

ロープが海中に落下してプロペラシャフトに絡み、同シャフト等が損

傷した。 

事故調査の経過 令和４年４月６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット Ada、７.３トン 

 ２３５－２５７３４愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

損傷 プロペラシャフトに曲損、ブラケットに折損 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ５～６、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 低潮時 

事故の経過  本船は、船長及び乗員２人が乗り組んでヨットレースに参加し、折

返し地点に設定された生田
い く た

鼻沖灯浮標を回り、北西方向のゴール地点

に向けて帆走で航行した。 

 本船は、約７～８m/s の風速が折返し地点付近から急に強まり、瞬

間風速で約１２～１３m/s の北西風となった状況で、左舷から風を受

けて北方向に航行中、船首方向が左方に振れた際、右舷から風を受け

て左舷側に傾斜したので、船長及び乗員がセールを縮める作業を行っ

たところ、セールをマストに繋
つな

げているプラスチック製の留め具（以

下「本件留め具」という。）が風により複数個破損した。 

 船長は、レースをリタイアすることとし、機走に切り替えて北西進

しながら乗員を指揮してセールを降ろす作業に当たっていた。 

 船長は、ジブが風によって激しくはためいており、その勢いで、固

定されずにコックピット内に入れていたジブに接続された操作用のロ

ープ（以下「ジブのロープ」という。）の一端が舷外から海中に落下

していることに気付かなかった。 

 船長は、突然に機関が停止して本船が運航不能となったので、レー

スの本部艇に連絡したのち１１８番通報で海上保安庁に救助を依頼

し、救助を待っている間にジブのロープが海中に落下していることを

認め、ジブのロープが推進器に絡んだことに気付いた。 



 

分析  本船は、瞬間風速で約１２～１３m/s の北西風となり、風により本

件留め具が破損した状況で機走中、船長及び乗員がセールを降ろす作

業を行う際、ジブのロープの一端が固定されていなかったことから、

風に激しくはためくジブの勢いで、コックピット内に入れていたジブ

のロープの一端が舷外から海中に落下してプロペラシャフトに絡み、

同シャフト等が損傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、瞬間風速で約１２～１３m/s の北西風となり、

風により本件留め具が破損した状況で機走中、船長及び乗員がセール

を降ろす作業を行う際、ジブのロープの一端が固定されていなかった

ため、風に激しくはためくジブの勢いで、コックピット内に入れてい

たジブのロープの一端が舷外から海中に落下し、プロペラシャフトに

絡んだことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  船長は、本事故後、セールをマストに繋げる留め具をステンレス製

に交換した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・ヨットの乗員は、ロープ類を適切に固定するとともに海中への落

下防止に留意すること。 

 ・ヨットの船長は、必要に応じて早めにセールを縮帆するなど、風

速等の変化に備えること。 

 


